
船舶事故調査報告書 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年２月７日 ０９時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県いちき串木野
く し き の

市沖ノ島北方沖 

薩摩沖ノ島灯台からから真方位００５°１.６海里付近 

 （概位 北緯３１°４６.０′ 東経１３０°１０.９′） 

事故の概要 漁船第三勝
かつ

進
しん

丸は、北進中、また、漁船栄
さかえ

丸は、漂泊中、両船が

衝突した。 

事故調査の経過 令和元年５月３１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第三勝進丸、４.１トン 

ＫＧ３－３０６５３（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 栄丸、０.６トン 

ＫＧ３－３３４１１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板に凹損、前部マストに曲損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、操業しながら北進中、船長Ａが

しゃがんだ姿勢で食事をとりながら航行していたところ、Ｂ船と衝突

した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人が乗り組み、北西に向首した状態で

漂泊し、船長Ｂが重りのついた網の揚網作業を、甲板員が漁獲物の選

別作業をそれぞれ中腰の姿勢で行っていたところ、甲板員が、接近す

るＡ船に気付き、船長Ｂと共に叫んで旗を振ったものの、Ａ船と衝突

した。 

分析 Ａ船は、北進中、船長Ａが、しゃがんだ姿勢で食事をとりながら航

行を続けたことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂ及び甲板員がそれぞれ中腰の姿勢で作業を

行いながら漂泊を続けたことから、Ａ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が北進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、しゃがんだ姿

勢で食事をとりながら航行を続け、また、船長Ｂ及び甲板員が、それ



 

ぞれ中腰の姿勢で作業を行いながら漂泊を続けたため、両船が衝突し

たものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、他船を見落とさないよう、常時、周囲の適切な見張り

を行うこと。 

・漂泊中であっても、他船を見落とさないよう、常時、周囲の適切

な見張りを行うこと。 


